
負担水準

100%

負担水準

100%

0%

20%

0%

負担調整措置の仕組み

70%

60%

20%

商業地等の宅地
住宅用地

（小規模住宅用地）

前年度課税標準額に据置き

評価額の70%まで引き下げ

Ⓐ前年度課税標準額

＋

評価額の5%

Ⓐが評価額の60%を上回る場合

はⒶの60%

Ⓐが評価額の20%を下回る場合

はⒶの20%

住宅用地の課税標準の

特例措置

固定資産税＝評価額×1/6

都市計画税＝評価額×1/3

以下のいずれか低い額

①本来の課税標準額Ⓑ

②前年度課税標準額＋Ⓑ×5%

本来の課税標準額Ⓑ

※住宅用地（一般住宅用地）の場合は、

固定資産税＝評価額×1/3

都市計画税＝評価額×2/3

Ⓑが評価額の20%を下回る場合

はⒷの20%

固
定
資
産
税
評
価
額

(

地
価
公
示
価
格
等
×
7
割)

表2


